
授
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
昭
和
50
年
４
月
に
蒲
郡
市
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
、以
来
９
期
36
年
の
長
き

に
わ
た
り
在
職
し
、う
ち
３
年
間
は
議
長
と
し
て
議
会
の
円
滑
な
運
営
に
尽
力

さ
れ
ま
し
た
。ま
た
高
邁
な
政
治
信
念
を
も
っ
て
地
方
自
治
の
進
展
と
住
民
福

祉
の
向
上
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
41
年
に
愛
知
県
警
に
採
用
さ
れ
、以
来
42
年
の
長
き
に
わ
た
り
、岡
崎

警
察
署
、豊
橋
警
察
署
を
始
め
県
内
各
署
の
最
前
線
で
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。深

い
知
識
と
洗
練
さ
れ
た
技
術
で
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な
ど
、警
察
行
政

に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
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西
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医療費受給者証の更新
保険年金課　  66-1102

　7月31日が期限の次の受給者が
更新となります。
 ・ 障害者医療費受給者証
・ 後期高齢者福祉医療費受給者
　 （ひとり暮らし、ねたきりで認定

を受けている方）
　6月下旬に通知しますので、手続
きをしてください。
　8月からは必ず新しい受給者証を
病院に提示ください。

道路上に伸びた樹木を
剪
せ ん

定
て い

しましょう

　私有地から歩道や車道に伸びた樹
木は、通行の妨げとなるだけでな
く、交通標識やカーブミラーなどを
覆い、交通事故の原因にもなりかね
ません。安全に道路を通行できるよ
う、樹木の所有者の方は枝の剪定を
行うなどの適切な管理をお願いしま
す。

土木港湾課　  66-1135

非自発的失業者に対する
国民健康保険税軽減
保険年金課　  66-1172

　平成 26 年 3 月 31 日以後に倒産
や解雇などで離職した 65 歳未満の
方（非自発的失業者）の国民健康保
険税について、離職の翌日の属する
月から翌年度末までの間、離職者本
人の給与所得を 3 割に減額して算
定します。雇用保険受給資格者証ま
たはマイナンバーが分かるものを提
示して申告してください。
対 　象　離職時に 65 歳未満の方

で、特定受給資格者または特定理
由離職者に該当する方

※ 雇用保険受給資格者証の離職理
由 番 号 11．12．21．22．23．
31．32．33．34

保険税（料）の所得の申告を
お願いします

　国民健康保険税や後期高齢者医療
保険料の軽減・減免を受けるには、
所得の申告が必要です。収入がな
かった方、非課税年金（障害基礎年
金・遺族年金など）のみを受けてい
る方など、所得税または市県民税申
告の必要のない方でも、所得の申告
をお願いします。ただし、税金上の
扶養親族となっている場合は申告の
必要はありません。
申告期限
●国民健康保険税　
　6 月 26 日金
●後期高齢者医療保険料
　6 月 5 日金

保険年金課　国保　  66-1172
　　　　　　後期　  66-1102

創業スタートアップセミナー
観光商工課　  66-1119

　ビジネスプランの必要性や創業に
関する知識を習得します。
と　き　7 月 11 日土
　　　　午後 1 時 30 分〜 5 時
ところ　商工会議所
対 　象　創業して間もない方、創業

に関心のある方、ビジネスプラン
が漠然としている方

定　員　20 人
参加費　500 円
申 し込み　7 月 7 日火までに、直

接または電話で商工会議所（  
68-7171）へ。

児童手当現況届を
提出してください

　現在、児童手当を受給されている
方は、引き続き児童手当を受給でき
るかどうかを確認するため、現況届
の提出が必要です。
提 出 期 間　6 月 1 日 月 〜 30 日 火　　　　　
（用紙は 5 月 29 日金に発送済）

※郵送での提出にご協力ください。

子育て支援課　  66-1108

野犬に注意してください
環境清掃課　  57-4100

　春先になると、野犬の目撃情報が
多くなります。野犬が数頭の群れで
現れると、大人でも恐怖を感じるも
のです。
　野犬に近づかない、増やさないた
めの協力をお願いします。
●野犬を増やさないために
・ エサを与えない、エサを得られる

状況を作らない
・ 飼い犬の逃走の防止、飼い犬を遺

棄しない
・安易に犬を飼わない
・ 犬の寿命がくるまで責任を持って

飼う、新しい飼主を探す
●野犬を見かけたときは
　目撃日時・場所・頭数・特徴など
連絡してください。
問 合先　県動物愛護センター東三河

支所(  0532-33-3777)
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